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1. はじめに 

産業構造審議会の通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会は、後に 2022年 5月の「みなし輸出」管理の運
用明確化 1、2023 年 5 月の先端半導体製造装置に係る輸出管理強化 2に繋がった 2021 年 6 月の中間報告以来、
約 3 年ぶりとなる中間報告（以下「本中間報告」という。）を 2024 年 4 月に公表した。本中間報告は、2021 年
6 月の中間報告以降の安全保障環境の変化等を踏まえた輸出管理に関する課題についての議論をとりまとめたも
のであり、安全保障上の関心としての国家主体の再浮上、デュアルユース技術の重要性の高まり、国際輸出管理レ
ジームに参加していない技術保有国の台頭等、足下の国際的な安全保障貿易環境の変化に関する現状認識を示した
上で、国際社会や日本が直面する安全保障貿易管理の課題に対する対応の方向性を整理するとともに、新たな貿易
管理のあり方の検討を含む中長期的な検討課題等に関する議論を報告する内容となっている。 
本稿においては、本中間報告において方向性が示された具体的な対応のうち、法制化された場合に民間事業者に

対する影響が相対的に大きいと思われる、(i)キャッチオール規制の見直し（下記 2.）、(ii)技術管理強化のための官
民対話スキームの構築（下記 3.）、(iii)安全保障上の懸念度等に応じた制度・運用の合理化・重点化（下記 4.）に
ついて解説する。 

2. キャッチオール規制の見直し 

1． 一般国向け通常兵器キャッチオール規制の見直し 

現行の外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）に基づく通常兵器キャッチオール規制は、いわゆる
リスト規制品目（軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物・技術として輸出貿易管理令別表第 1 の 1～15 項にお
いて指定された貨物及び外国為替令別表の 1～15 項において指定された技術）以外の全ての品目（食料や木材等
は除く。）を対象としているが、国連武器禁輸国以外の国・地域（以下「一般国」という。）を仕向地とする場合、

 
1 企業不祥事・コンプライアンスニュースレターNo.59（2021年 12月）「『みなし輸出』管理の明確化と実務対応」（眞武慶彦・朝日優
宇） 
2 国際通商・経済安全保障ニュースレターNo.5 / 危機管理・コンプライアンスニュースレターNo.75（2023年 4月）｢先端半導体製造
装置に係る輸出管理強化案の公表 ～貨物等省令の改正案の概要と実務上の影響等～｣（眞武慶彦・近藤亮作・大澤大・朝日優宇） 

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/tsusho_boeki/anzen_hosho/pdf/20240424_1.pdf
https://www.noandt.com/publications/publication20211222/
https://www.noandt.com/publications/publication20230420-2/
https://www.noandt.com/publications/publication20230420-2/
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経済産業大臣から輸出許可申請をすべき旨の通知を受けた場合（インフォーム要件）に限って規制対象とされてお
り、輸出者による用途確認・需要者確認の結果、通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがある場合に輸
出許可申請を必要とする要件（いわゆる客観要件）は定められていない。 
しかし、近年、米国・欧州等の同盟国・同志国は、最終用途（End Use）や最終需要者（End User）に着目した

通常兵器に係る輸出規制を強化しており、一般国を仕向地とする取引であってもインフォーム以外の要件を課して
輸出許可申請を求める場合がある。本中間報告は、日本も国際協調に取り組むべきであり、通常兵器キャッチオー
ル規制について、インフォーム要件は引き続き上記全品目を対象としつつ、輸出者が通常兵器の開発・製造・使用
（以下「開発等」という。）に用いられるおそれを確認した懸念の高い取引については、適切に輸出管理の対象に
すべきであるとしている（本中間報告 6～8頁）。本中間報告では、懸念の高い取引として規制対象とすべき取引の
範囲は、①対象品目、②需要者、③取引条件・態様の観点から絞り込むことが考えられ、また、同盟国・同志国と
のサプライチェーン協力等の観点から過度な規制とならないよう、④対象国と日本の関係も考慮すべきと指摘され
ている。本中間報告が示した具体的な対応の方向性は下表のとおりであり、これらを踏まえた一般国向け通常兵器
キャッチオール規制の手続フローのイメージについても下図のとおり整理されている。 
 

［本中間報告が示した対応の方向性］ 
① 対象品目の絞り込み - 安全保障上懸念が高い品目（例：精密誘導兵器関連の技術、軍事指揮系統の高

度化に関する技術、ゲームチェンジャーとなる技術）、輸出者による用途確認・
需要者確認が可能な品目（例：需要者との共同開発品、需要者の要求に応じて
製造する又は特定の製品に組み込む専用設計品、輸出者等による現地での設
置・保守等が必要な装置）により絞り込むべき。 

② 懸念需要者に関する 
情報提供 

- 政府から輸出者に対して特定の通常兵器の開発等を行った懸念のある需要者
の情報を提供すべき（提供方法は米国のような公表・周知型、英国・韓国のよ
うな非公表・個別提供型、又はその組み合わせとすべきとの指摘あり）。 

③ 懸念の高い取引の判断
基準の明確化 

- 輸出者において、需要者が通常兵器の開発等の実績・予定があると確認した
場合には、通常兵器の開発等に「用いられる」おそれがあると判断したときに
限り、許可申請の対象とすべき。 

- 通常兵器の開発等に「用いられる」おそれの有無の判断を円滑にするため、取
引の条件・態様に着目して、懸念の高い取引を判断するための基準（懸念取引
Red Flags）を作成・公表し、当該基準に合致した場合に限り管理対象とすべ
き。 

④ 対象国との関係を 
踏まえた合理化 

- 全ての一般国に対して通常兵器の開発等に「用いられる」おそれを確認する
ことは適切であるが、同盟国・同志国の場合、輸出者の適切な輸出管理を前提
として、一定の手続の合理化を検討すべき。 

 

 
［一般国向け通常兵器キャッチオール規制の手続フローのイメージ（本中間報告 8頁から引用）］ 
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2. グループ A国を経由した迂回に対する措置 

外為法に基づくキャッチオール規制は、大量破壊兵器等、通常兵器のいずれについても、輸出貿易管理令別表第
3に掲載された米国、英国、ドイツ等（いわゆるグループ A国）を仕向地とする取引には適用がなく、経済産業大
臣から輸出許可申請をすべき旨の通知（インフォーム）を行う仕組みも定められていない。 
しかし、近年、懸念国等による調達活動が複雑化・巧妙化する中、ウクライナ侵攻に対する制裁を受けているロ

シアが第三国経由での汎用品調達活動を試みるなど、迂回調達への対応の必要性が高まっている。グループ A国に
対する輸出については、当該国において輸出管理が適切に行われていると考えられることから、現行の外為法にお
いてはキャッチオール規制の適用除外とされているが、足下でグループ A 国を経由した迂回調達が課題となって
いることを踏まえて、本中間報告では、グループ A国の輸出管理当局との一層の執行協力を進めることを前提とし
つつ、グループ A 国を経由した迂回調達の懸念情報を得た場合にはインフォームを行うことができる仕組みを導
入すべきとされている（本中間報告 8頁）。 
迂回調達を適切に規制するためには、理論的には、従来の貿易管理実務において積み重ねられてきた「仕向地」

等の解釈との整合性を意識しながら、迂回調達の懸念を伴わないグループ A 国向け取引に支障を生じさせない解
釈を整理することも考えられるが、立法論としては、新たな仕組みの導入を検討するという本中間報告が示した方
向性により合理性があるように思われる。 

3. 技術管理強化のための官民対話スキームの構築 

本中間報告は、近年、軍事技術と民生技術の垣根が消失する中で、取引時点では民生利用目的であった技術が、
時間的経過とともに主体や用途が変化し、当初は想定できないような軍事転用に繋がる懸念があるものの、このよ
うな時間的経過に伴う軍事転用懸念には、用途確認・需要者確認をはじめとする従来の取引審査の体制では対応し
きれないと指摘し、この点に係る技術管理強化は、官民対話を重視したスキームの下で実施すべきであると結論づ
けている（本中間報告 10頁）。具体的には、管理対象とする技術提供取引について、技術の種類（汎用性、他国の
獲得容易性・自力開発可能性、日本の優位性・不可欠性等）と取引の行為類型（技術流出リスクの代償、ビジネス
活動への影響等）の両面から絞り込んだ上で、それらの取引について直ちに許可申請を求めることはせず、(i)技術
提供者から経済産業省に対する事前報告を求め、(ii)経済産業省から技術提供者に対する懸念情報の共有や助言等
を含む対話やコンサルテーションを強化し、(iii)技術流出懸念が払拭されない場合にはインフォームにより許可申
請を求める、といった段階的な対応を図るべきであるとしている 3。 

 

 
［技術管理強化のための官民対話を重視したスキームのイメージ（本中間報告 10頁から引用）］ 

 
上記(i)事前報告については、公平性・確実性の観点から、外為法に基づく報告を義務づけるべきであり、例えば、

外為法第 55条の 8に基づく報告義務の対象とすることが考えられると指摘されている。本中間報告の指摘に即し
た事前報告制度が導入された場合、技術提供者が報告義務に違反して報告せず又は虚偽の報告をした場合には、行

 
3 経済産業省（大臣官房経済安全保障室）が公表した 2024 年 5 月付資料「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラ
ン改訂版」は、本中間報告を受けて「安全保障上の観点から対象技術・行為を特定したうえで、産業界との対話を通じて技術管理を強
化する新たなスキームの構築に向け、今後必要な省令改正等を進める」としている（同資料 82頁）。 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/240515actionplan.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/240515actionplan.pdf
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為者は 6 月以下の懲役又は 50 万円以下の罰金の対象となり（外為法第 71 条第 9 号）、法人としても同じく罰金
の対象となる（外為法第 72条第 1項第 5号）ほか、技術提供者が遵守すべき輸出者等遵守基準（外為法第 55条
の 10）に基づく指導等が行われると思われることから、技術提供取引を行う事業者においては、このような事前
報告制度が存在することを認識した上で、自らが行う技術提供取引が事前報告制度の対象となるのかなどを日常の
業務フローの中で慎重に確認し、必要に応じて事前報告を履践する必要がある。 
本中間報告においては、事前報告を求める時期について、技術提供取引に係る契約が行われる前の報告を義務づ

けるべきとしており、その背景には、上記(ii)官民対話の結果として技術提供者が任意に技術提供を中止・変更する
可能性も想定し、このような場合に技術提供者が相手方に対する債務不履行責任等を負わないようにするという配
慮があると思われる。もっとも、技術提供者は技術提供に関する具体的な協議等を契約締結前に相手方と行ってい
ると考えられ、相手方との協議状況等によっては、官民対話を通じて経済産業省から懸念を示された旨を説明する
だけでは技術提供の中止・変更に関する相手方の理解を得ることが困難な場合も想定され、場合によっては紛争化
する可能性もあり得る。そこで、官民対話においても、経済産業省が技術提供者に技術流出懸念を示して技術提供
の中止・変更の検討を要請するような場合には、（事柄の性質上、技術提供にかかる懸念の理由をそのまま伝達す
ることは難しかったとしても）技術提供者が相手方の理解を得る上でのサポートを可能な範囲で行ったり、技術提
供者が相手方の理解を得られないときにはインフォームによる許可申請の義務づけ等を行ったりするなどして、技
術提供者が経済産業省から示された技術流出懸念と相手方への対応の間で板挟みにならないよう配慮した実務運
用となることが望まれる。 

4. 安全保障上の懸念度等に応じた制度・運用の合理化・重点化 

本中間報告においては、次のような視点が提示され、効率的な輸出管理の必要性を強調した上で、例えば以下の
分野における合理化が可能であると指摘している（本中間報告 13～15頁）。 
① 半導体製造用に用いられる一部の部分品 

 半導体製造用の圧力計やクロスフローろ過装置の部分品は、一定の条件の下、国際輸出管理レジーム非
参加国を含めて、特定一般包括許可の対象とすべき。 

② 工作機械 
 中古の工作機械の輸出者に対し、注意喚起等の指導を含む厳格管理に向けた取組みを強化すべき。 
 インドや一部の ASEAN諸国向けの工作機械の輸出については、工作機械に移設検知装置が搭載さ

れ、輸出者が適切な管理をしていることが確認できる場合には、特定一般包括許可の対象とすべき。 
 日本の工作機械の技術を海外に移転し製造を行う場合、出資資本比率や販売先の厳格管理を許可条件

とし、さらに移設検知措置を搭載して販売することを促すべき。 
③ 防衛装備を含む武器関連 

 自衛隊と同志国部隊の共同訓練のために同志国が日本に持ち込んだ防衛装備の輸出について、外為法
の適用可否を含め手続の簡素化を検討すべき。 

 防衛省が有償援助（Foreign Military Sales）で調達した防衛装備を修理するために調達先に返送する
際の手続を簡素化すべき。 

 防衛装備移転三原則上の「防衛装備」でないエアバック用の火薬類等については、特別一般包括許可の
対象とすべき。 

④ 外為法の遵守状況の調査 
 今後の立入検査は、輸出者の内部管理体制や保有する機微技術、輸出実績を踏まえ、高いリスクが想定

される輸出者に重点を置き、懸念が低い輸出者の負担軽減を図るべき。 

5. 最後に 

本中間報告が示した対応の方向性は、法制化された場合には貨物輸出・技術提供取引のいずれについても取引実
務に小さくない影響を及ぼすものと思われる。とりわけ、一般国向け通常兵器キャッチオール規制における輸出者
が通常兵器の開発等に用いられるおそれを確認した懸念の高い取引についての規制対象化、一定の技術提供取引に
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関する事前報告制度の導入については、現行の外為法に即した貿易管理プロセスでは対応できない場合も想定され、
必要に応じて貿易管理プロセスの変更を検討する必要がある。現時点ではこれらの規制・制度の具体的な対象範囲
は明らかになっていないが、早ければ今夏から政省令の改正が進むという報道も見られるところであり 4、特に貨
物輸出・技術提供取引を行う事業者においては、今後の動向を注視し、これらの規制・制度が自社のビジネスや貿
易管理プロセス等に与える影響を見極め、必要な対応をタイムリーに講じていく必要がある。 

以 上 
 
 
  

 
4 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240430/k10014436521000.html 
 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240430/k10014436521000.html
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る業務に関与した経験を活かし、経済安全保障全般に関する助言の提供や経済安全保障の観
点・規制動向を踏まえた個別案件対応のサポートにも注力している。 

 

岡田 忠志（長島・大野・常松法律事務所 弁護士） 
tadashi_okada@noandt.com 
2021年東京大学法学部卒業。2022年弁護士登録（第一東京弁護士会）、長島・大野・常松法
律事務所入所。 
  

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アド
バイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般
的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題について
は、必ず弁護士にご相談ください。 
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〒100-7036 東京都千代田区丸の内二丁目 7番 2号 ＪＰタワー 
Tel: 03-6889-7000（代表）  Fax: 03-6889-8000（代表）  Email: info@noandt.com 
 

長島・大野・常松法律事務所は、約 600名の弁護士が所属する日本有数の総合法律事務所であり、
東京、ニューヨーク、シンガポール、バンコク、ホーチミン、ハノイ、ジャカルタ*及び上海に拠
点を構えています。企業法務におけるあらゆる分野のリーガルサービスをワンストップで提供し、
国内案件及び国際案件の双方に豊富な経験と実績を有しています。 
（*提携事務所） 

国際通商・経済安全保障ニュースレター及び危機管理・コンプライアンスニュースレターの配信登録を希望される場合には、
<https://www.noandt.com/newsletters/>よりお申込みください。国際通商・経済安全保障ニュースレターに関するお問い合
わせ等につきましては、<nl-internationaltrade@noandt.com>まで、危機管理・コンプライアンスニュースレターに関するお
問い合わせ等につきましては、<newsletter-compliance@noandt.com>までご連絡ください。なお、配信先としてご登録いた
だきましたメールアドレスには、長島・大野・常松法律事務所からその他のご案内もお送りする場合がございますので予めご了承
いただけますようお願いいたします。 
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